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第 

二 

章 

中 

世 

の 

地 

方 

制 

度 

第
一
節 

武
家
政
治
と
土
地
領
有
の
推
移 

鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
武
家
勢
力
は
著
し
く
増
大
し
た
が
、
律
令
政
府
は
廃

止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
律
令
体
制
も
基
本
的
に
は
存
続
し
て
い
た
。
そ
の
一
例

と
し
て
寿
福
寺
文
書
に
つ
い
て
見
よ
う
。 

 

四
条
天
皇
の
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
六
月
、
寿
福
寺
に
仏
性
料
田
一
町
二
反
を
寄
進
す
る

た
め
の
留
守
所
下
文
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
肥
後
守
は
清
原
康
業
で
あ
る
が
、
任

国
に
赴
任
し
な
い
遥
任
で
あ
っ
た
た
め
、
留
守
所
か
ら
下
文
が
出
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
し
か
も

こ
れ
に
は
郡
司
紀
某
の
署
判
も
あ
り
、
国
司
や
郡
司
が
十
分
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
。 

（
熊
本
県
史
料 

第
一
巻
）  

し
か
し
頼
朝
の
設
置
し
た
武
家
の
職
制
と
し
て
の
守
護
地
頭
は
、
律
令
体
制
と
荘

園
制
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
国
の
政
権
担
当
者
で
あ
る
国
司
は

依
然
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、
軍
事
指
揮
官
兼
行
政
官
と
し
て
守
護
が
設
置
さ

れ
る
と
国
司
に
対
す
る
そ
の
干
渉
が
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
。 

鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
、
後
醍
醐
天
皇
の
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
天
皇
が
自
ら
政
治

を
行
う
天
皇
親
政
が
施
行
さ
れ
、
そ
の
新
政
策
と
し
て
の
建
武
新
政
は
国
司
制
度
と

守
護
制
度
を
併
置
さ
せ
た
が
、
室
町
幕
府
成
立
後
は
守
護
の
勢
力
は
さ
ら
に
強
化
さ

れ
て
、
守
護
大
名
に
発
展
し
、
国
司
制
度
は
漸
時
消
滅
し
て
ゆ
く
。
鎌
倉
時
代
以
後

の
肥
後
の
国
司
は
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
ま
で
は
公
家
が
任
ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
の

年
菊
池
武
重
が
武
士
と
し
て
初
め
て
国
司
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
以
後
菊
池
・
宇
都

宮
・
河
尻
諸
氏
な
ど
武
家
の
任
命
が
多
く
、
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
菊
池
為
邦
の

任
命
を
最
後
と
し
て
、
国
司
制
度
は
消
滅
す
る
。
守
護
は
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）

名
越
時
章
の
補
任
に
は
じ
ま
り
、
建
武
以
後
大
友
・
少
弐
・
今
川
な
ど
肥
後
以
外
に

本
拠
を
持
つ
も
の
の
補
任
も
あ
っ
た
が
、
肥
後
の
豪
族
で
あ
る
阿
蘇
や
菊
池
の
補
任

が
行
わ
れ
、
最
後
に
天
文
一
二
年
（
一
五
四
三
）
大
友
義
鎮
の
補
任
を
も
っ
て
終
わ

る
。 在

地
御
家
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
地
頭
は
頼
朝
に
よ
っ
て
治
安
維
持
の
名
目
で
、

公
領
・
荘
園
に
設
置
さ
れ
た
が
、
次
第
に
荘
官
の
権
限
と
得
分
を
継
承
し
、
順
徳
天

皇
の
代
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
承
久
の
乱
後
の
新
補
地
頭
は
特
に
そ
の
権
限
が

大
き
か
っ
た
。
地
頭
は
荘
園
内
に
喰
込
ん
だ
武
家
勢
力
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
有
す
る

武
力
に
よ
っ
て
、
荘
園
を
蚕
食
し
、
地
頭
請
に
よ
っ
て
年
貢
の
徴
収
権
を
握
り
、
下

地
中
分
に
よ
っ
て
荘
園
の
土
地
自
体
を
奪
い
、
漸
次
領
主
化
し
て
い
っ
た
。 

次
に
中
世
肥
後
の
豪
族
に
つ
い
て
瞥
見
す
る
。
阿
蘇
氏
は
阿
蘇
谷
に
巨
大
な
古
墳

を
造
成
し
た
国
造
の
子
孫
と
し
て
、
阿
蘇
神
社
に
奉
仕
す
る
神
主
で
あ
っ
た
の
が
、

一
二
世
紀
中
頃
大
宮
司
と
な
り
、
司
祭
者
と
と
も
に
所
領
の
領
主
的
支
配
者
に
転
換

し
、
健
軍
・
甲
佐
・
郡
浦
の
三
社
を
支
配
下
に
収
め
る
大
勢
力
と
な
っ
た
。
し
か
し

鎌
倉
幕
府
か
ら
は
地
頭
職
の
補
任
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。 

菊
池
氏
は
太
宰
府
の
府
官
が
一
一
世
紀
ご
ろ
土
着
し
た
も
の
で
、
筑
前
安
楽
寺
領

の
荘
官
か
ら
勢
力
を
伸
ば
し
た
と
思
わ
れ
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
肥
後
の
一
勢
力
で
あ

り
、
南
北
朝
に
は
九
州
に
お
け
る
南
朝
方
の
中
心
勢
力
と
な
る
。 

相
良
氏
は
長
頼
が
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
遠
江
相
良
よ
り
人
吉
荘
に
地
頭
と
し

て
下
向
し
て
以
来
、
球
磨
に
拠
っ
て
室
町
朝
を
過
ぎ
、
戦
国
大
名
か
ら
近
世
大
名
へ

と
続
い
て
ゆ
く
特
殊
な
勢
力
で
あ
る
。 

三
木
一
草
の
建
武
の
新
政
で
著
名
な
名
和
氏
は
長
年
の
孫
興
顕
が
正
平
一
三
年

（
一
三
五
八
）
伯
耆
国
よ
り
移
り
、
八
代
古
麓
城
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
、
永
正
元

年
（
一
五
〇
四
）
相
良
長
毎
の
八
代
進
出
に
追
わ
れ
て
宇
土
に
移
っ
た
。 

詫
磨
氏
は
豊
後
の
守
護
大
友
能
直
の
次
男
能
秀
が
、
父
の
所
領
中
肥
後
神
蔵
荘
な

ど
を
領
し
、
託
磨
郡
に
よ
っ
て
詫
磨
姓
を
と
な
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。
南
北
朝
に
は

北
朝
方
に
属
し
た
。 

小
代
氏
は
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
重
俊
が
武
蔵
よ
り
下
向
し
、
玉
名
郡
野
原
荘
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に
入
っ
た
新
補
地
頭
で
あ
る
。
野
原
荘
は
宇
佐
八
幡
宮
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
、
宇

佐
弥
勒
寺
を
領
家
、
石
清
水
八
幡
宮
の
善
法
寺
家
を
本
所
と
し
て
い
た
。
重
俊
の
下

向
後
一
五
年
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
に
荘
園
は
中
分
さ
れ
、
東
郷
を
領
主
方
、
西

郷
を
地
頭
方
と
し
、
さ
ら
に
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
以
後
は
小
代
氏
は
野
原
西
郷

の
一
方
地
頭
と
な
り
、
万
田
を
本
拠
と
し
て
北
朝
方
の
一
勢
力
と
な
っ
た
。

　

次
に
肥
後
荘
園
の
一
覧
を
掲
げ
る
。
年
代
は
文
献
に
見
え
る
初
出
の
年
代
で
あ
り
、

出
典
は
荘
園
に
つ
い
て
の
記
録
、
本
家
領
家
地
頭
は
主
な
も
の
を
挙
げ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

『
荘
園
史
料
』『
熊
本
県
の
歴
史
』『
熊
本
県
史
料
』
な
ど
に
よ
る
）

荘

園

一

覧

 

玉
名
郡

 
 
 

大
町
荘

 
 
 

江
田
荘

 
 
 

東
郷
荘

 
 
 

千
田
荘

 
 
 

野
原
荘

 
 
 

伊
倉
荘

 
 
 
(

伊
倉
保)

 
 
 

高
瀬
荘

 
 
 

玉
名
荘

 
 
 
(

玉
井
名)

 
 
 

臼
間
荘

 
 
 
(

臼
間
野)

 
 
 

安
楽
寺
荘

 
 
 

大
野
別
符 

 
 
 
(

大
野
荘)

 

山
鹿
郡

 
 
 

山
鹿
荘

 
 
 

宮
崎
荘

 
 
 

泉
本
荘

 
 
 
(

高
橋
荘)

 
 
 

泉
新
荘

仁
治 

二

正
平
一
七

延
元 

元

永
久 

二

元
亨 

二

文
治 

二

貞
和 

二

嘉
暦 

二

嘉
慶 

二

建
久 

四

貞
和 

五

寛
治 

六

承
久 

二

吾

妻

鏡

広
福
寺
文
書

大
友
文
書

中

右

記

田
中
家
文
書

伊
倉
町
報
恩
寺

五

輪

塔

吾

妻

鏡

広
福
寺
文
書

詫
磨
文
書

清
原
寺
文
書

醍
醐
雑
事
記

阿
蘇
文
書

田
中
家
文
書

弥

勒

寺

小

代

氏

小

代

氏

筥

崎

領

無
量
光
院

弥
勒
寺
領

玉
名
市
玉
名
・
小
田
・
梅
林

玉
名
郡
菊
水
町
江
田

  

同  
菊
水
町
東
郷

鹿
本
郡
鹿
央
村
千
田

荒
尾
市
野
原
・
荒
尾

玉
名
市
伊
倉

  

同  

高
瀬
町

  

同  

石
貫
・
玉
名

玉
名
郡
南
関

  

同  

岱
明
町
大
野

山
鹿
市
山
鹿
・
吉
田

鹿
本
郡
鹿
北
町
・
菊
鹿
村

  

〃　

菊
鹿
村

  

〃　
　

〃

 
 
 

尾
登
利
荘

   

大
路
曲
荘

 

菊
池
郡

   

木 

野 

荘

   

菊 

池 

荘

   

赤 

星 

荘

 

阿
蘇
郡

   

阿 

蘇 

荘

 

合
志
郡

   

合 

志 

荘

   

田 

島 

荘

   

富　
　

荘

   

恵 

良 

荘

   

片 

俣 

領

 

山
本
郡

   

三
重(

屋)
   

荘

   

三
重(

屋)
   

新
荘

   

山
本
西
荘

   

山
本
東
荘

   

佐 

野 

荘

   
吉 

松 

荘

   
霜 
野 

荘
   

滴 

水 
荘

   

岩 

野 

荘 　

 

天
文
二
〇

　

 

文
保  

元

　

 

正
平  

七

　

 

元
弘  

三

　

 

正
平  

二

　

 

延
元  

二

　

 

正
平  

七

　

 

正
平  

七

　

 

正
平  

七

　

 

久
安  

六

　

 

元
暦
年
間

　

 

文
治  

二

　

 

正
平  

七

　
 

天
文
年
間

　

 
康
正  

元

西
高
辻
文
書

碑

文

藤

野

文

書

西
高
辻
文
書

阿

蘇

文

書

大

友

文

書

二
階
堂
文
書

西
高
辻
文
書

    

〃

    

〃

台

記

竜
造
寺
系
図

吾

妻

鏡

西
高
辻
文
書

康

平

寺

領

棟

札

詫

麿

系

図

阿

蘇

社

領

藤

原

宗

道

蓮

華

心

院

賀

茂

社

領

山
鹿
市
八
幡
・
三
岳

 
 

〃 
 

米
田

鹿
本
郡
菊
鹿
村
木
野

菊
池
市
深
川

 
 
 
 

〃 
 

赤
星

阿
蘇
郡
一
宮
町
・
阿
蘇
町

菊
池
郡
西
合
志
町

 
 
 
 

〃 
 

泗
水
町
田
島

 
 
 
 

〃 
 
 
 

〃 
 

富

 
 
 
 

〃 
 

西
合
志
町
恵
良

 
 
 
 

〃 
 

大
津
町
片
俣

鹿
本
郡
鹿
央
村
米
野

  

〃  

植
木
町
鐙
田
・
滴
水

  

〃    

〃  

吉
松
・
岩
野

菊
池
郡
泗
水
町
佐
野

鹿
本
郡
植
木
町
吉
松

    

〃  

鹿
央
村
霜
野

    

〃  

植
木
町
滴
水

    

〃    

〃  

岩
野

荘

名

年

代

出

典

所

在

地

領
家
・
地
頭
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応
徳 

 

三

貞
応 

 

二

長
寛 

 

二

建
長 

 

二

正
平 

 
八

天
文 

 

元

天
授 

 

二

建
久 

 

九

正
治 

 

元

建
久 

 

二

建
治 

 

三

観
応 

 

二

興
国 

 

五

宝
徳 

 

四

正
和 

 

二

建
久
一
〇

元
暦 

 

二

興
国 

 

六

建
久 

 

六

応
永
一
二

東

寺

文

書

〃〃

田
中
家
文
書

詫

磨

文

書

藤

崎

文

書

阿

蘇

文

書

牛

島

系

図

詫

磨

文

書

島

田

文

書

三

善

康

有

日

記

詫

磨

文

書

又
続
宝
簡
集

阿

蘇

文

書

熊
本
市
谷
尾

崎
地
蔵
堂
地

蔵
像
銘

大

友

文

書

阿

蘇

文

書

玉

海

阿

蘇

文

書

〃

甲

佐

文

書

阿

蘇

文

書

鹿
子
木
荘

鹿

子

木

東

荘

鹿

子

木

西

荘

窪

田

荘

藤

崎

荘

宮

内

荘

河

尻

荘

活

亀

荘

神
蔵(

倉)

荘六

箇

荘

安

富

荘

八
王
子
荘

木

部

保

津

守

保

健

軍

荘

隈
牟
田
荘

隈

荘

豊

田

荘

守

富

荘

味
（
甘
）

木

荘

守

山

荘

木

山

荘

九

条

家

阿

蘇

社

領

最
勝
光
院
領

長

講

堂

領

詫

麿

氏

健

軍

社

領

歓
喜
光
院
領

九

条

家

弥

勒

寺

領

飽
託
郡
北
部
町
鹿
子
木

 

熊
本
市
清
水
町

 

飽
託
郡
北
部
町

 
 
 
 

〃 
 
 
 

〃 
 

釜
尾

 

熊
本
市
島
崎
町
・
宮
内
町

 
 

〃 
 

宮
内
町

熊
本
市
中
島
町
・
飽
託
郡
・

天
明
村

熊
本
市
池
田
町
池
亀

熊
本
市
神
水
町
・
江
津
町

上
益
城
郡
嘉
島
町
六
嘉

熊
本
市
世
安
町
・
近
見
町

 
 

〃 
 

春
竹
町
八
王
子

 
 

〃 
 

御
幸
町
木
部

上
益
城
郡
益
城
町
津
森

熊
本
市
健
軍
町

下
益
城
郡
城
南
町
隈
庄

 
 

〃 
 
 
 
 
 

〃 
 

〃

 
 

〃 
 
 
 
 
 

〃　

豊
田

 
 

〃 
 
 
 

富
合
村
守
富

上
益
城
郡
御
船
町
甘
木

下
益
城
郡
小
川
町
小
野
部
田

上
益
城
郡
益
城
町
木
山

牟

田

荘

小

野

荘

小
野
鰐
荘

矢

部

保

砥

用

保

田

口

保

古
保
里
荘

宇

土

荘

八

代

荘

豊

福

保

(

豊
福
荘)

葦

北

荘

球

磨

荘

人

吉

荘

永

吉

荘

須

恵

荘

多
良
木
荘

球
磨
臼
間

野

荘

弥

生

荘

高

樋

荘

応
長 
 

二

正
和 

 

五

正
平 

 

六

正
平 

 

六

正
平 

 

七

興
国 

 

二

正
平 

 

九

建
久 

 

三

観
応 

 

二

文
保 

 

二

延
応 

 

二

元
久 

 

二

建
久 

 

二

貞
応 

 

三

建
久 

 

四

寿
永 

 

三

正
平 

 

七

正
平
一
一

〃

舛

田

文

書

東

寺

文

書

阿

蘇

文

書

阿

蘇

文

書

西
高
辻
文
書

三

宮

鐘

銘

吾

妻

鏡

又
続
宝
簡
集

大

友

文

書

詫

磨

文

書

願
成
寺
文
書

相

良

文

書

平

川

文

書

　
　

〃

相

良

系

図

吾

妻

鏡

西
高
辻
文
書

阿
蘇
文
書

熊
本
市
秋
津
町
中
牟
田
・
西

牟
田

下
益
城
郡
小
川
町
小
野

上
益
城
郡
矢
部
町

下
益
城
郡
砥
用
町

上
益
城
郡
御
船
町
田
口

宇
土
市
古
里
保

 
 

〃 
 

宇
土

下
益
城
松
橋
町
豊
福

葦
北
郡
葦
北
町
佐
敷

人
吉
市
人
吉
町

球
磨
郡
山
江
村

 
 

〃 
 

須
恵
村

 
 

〃 
 

多
良
木
町
多
良
木

七

条

院

領

阿

蘇

社

領

高

良

山

領

藤
原
能
保
室

八

条

院

蓮
華
王
院
領

相

良

氏

平

頼

盛

宇
土
郡

八
代
郡

葦
北
郡

球
磨
郡

未
勘
荘
保

－10－

飽 

田 

郡

託
麻
郡

（
託
磨
本
荘
）

（
岳
牟
田
荘
）

益
城
郡



　

中
世
の
郷　

令
制
に
よ
る
郷
里
は
約
二
五
年
続
い
た
だ
け
で
、
天
平
一
二
年
（
七

四
〇
）
ご
ろ
里
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
平
安
中
期
ご
ろ
か
ら
自
然
発
生
的
に
荘
園
や
国

衙
領
内
に
郷
が
発
生
し
、
中
世
を
通
じ
て
農
民
支
配
と
農
民
結
合
の
単
位
と
し
て
存

続
し
た
。
次
に
『
新
撰
事
跡
通
考
』『
熊
本
県
史
料
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
肥
後
中
世
の

郷
を
表
示
す
る
。
年
代
は
文
献
に
初
出
の
も
の
で
あ
る
。

玉

名

庄

西

郷

玉
名
東
郷

野
原
西
郷

野

原

郷

野

原

庄

東

西

郷

山

北

郷

菊
池
西
郷

南

通

郷

中

通

郷

北

通

郷

阿

蘇

郷

南

郷

小

国

郷

北

郷

高

森

郷

貞
和  

元

正
平
一
七

建
武  

三

長
禄  

四

寛
正  

六

正
平  

二

観
応  

三

建
久  

六

延
元  

三

正
平
二
三

天
授  

三

玉
名
市
石
貫
・
玉
名

菊
水
町
東
郷

荒
尾
市
万
田

荒
尾
市
野
原

東
郷…

…

荒
尾
市
府
本

玉
東
村
山
北

菊
池
郡
七
城
村
西
郷

菊
池
市
広
瀬
・
河
原
・
旭
志
村
伊
萩

    

〃   

隈
府
・
西
寺
・
河
原
・
迫
間

菊
池
郡
七
城
村
、
鹿
本
郡
菊
鹿
村

阿
蘇
谷
一
帯

南
郷
谷
一
帯

小
国
地
方

阿
蘇
谷
一
帯
？

高
森
町

一
三
四
六

一
三
六
二

一
三
三
六

一
四
六
〇

一
四
六
五

一
三
五
七

一
三
五
二

一
一
九
五

一
三
三
八

一
三
六
八

一
三
七
七

広
福
寺
文
書

〃

小
代
文
書

玉
祥
寺
文
書

小
代
文
書

相
良
文
書

大
友
文
書

事
蹟
通
考

〃〃

事
蹟
通
考

阿
蘇
文
書

恵
良
惟
澄

申

状

西
巌
殿
寺

文

書

〃

玉
名
郡

菊
池
郡

阿
蘇
郡

郷

名

阿
蘇
品
郷

井

出

郷

合
志
北
郷

 

〃 

中
郷

 

〃 

下
郷

飽
田
南
郷

飽

田

郷

立

田

郷

託
摩
西
郷

金

光

郷

託
磨
東
郷

上

島

郷

小

北

郷

砥

用

郷

守

山

郷

津

守

郷

海

頭

郷

小

山

郷

甲

佐

郷

布
加
良
郷

木

山

郷

天
授　

三

応
永
一
六

弘
安 

五

元
徳 

二

応
永 

六

 

〃   

八

承
安 

三

    

〃

建
久 

六

天
福 

二

正
応 

六

正
和 

五

延
元 

二

康
永 

三

正
平 
二

一
三
七
七

一
四
〇
九

一
二
八
二

一
三
三
〇

一
三
九
九

一
四
〇
一

一
一
七
三

〃

一
一
九
五

一
二
三
四

一
二
九
三

一
三
一
六

一
三
三
七

一
三
四
四

一
三
四
七

西
巌
殿
寺

文

書

〃

事
蹟
通
考

　
　

〃　

〃

　
　

〃　

〃

大
慈
寺
文
書

事
蹟
通
考

〃

詫
磨
文
書

〃〃

事
蹟
通
考

甲
佐
文
書

〃〃

健
軍
神
社

文

書

秋
岡
氏
所
蔵

文

書

詫
磨
文
書

恵
良
惟
澄

申

状

島
田
氏
所
蔵

文

書

恵
良
惟
澄

申

状

合

志

郡

飽

田

郷

託

摩

郡

益

城

郡

 

一
の
宮
町
野
中

　

〃　
　

井
出

菊
池
郡
泗
水
町
・
七
城
村

 

旭
志
村
・
泗
水
町

 

大
津
町
・
菊
陽
村

 

熊
本
市
島
崎
・
池
上
・
高
橋
・

 

松
尾
町

 

熊
本
市
黒
髪
町
立
田

 

熊
本
市
出
水
・
春
竹
・
健
軍
・

 

画
津
町

　

〃   

白
藤
町
金
光

 

菊
池
郡
西
合
志
町
黒
石

 

上
益
城
郡
嘉
島
村
上
島

 

不
明

 

下
益
城
郡
砥
用
町

     

〃　

 

小
川
町
小
野
部
田

 

上
益
城
郡
益
城
町
津
森

 

下
益
城
郡
小
川
町
海
東

 

上
益
城
郡
嘉
島
村
六
嘉
附
近
？

     

〃   

甲
佐
町

     

〃   

矢
部
町
旧
中
島
村
福
良

     

〃   

益
城
町
木
山
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年

代

西

暦

出

典

所

在

地



　

室
町
幕
府
は
強
力
な
守
護
の
支
持
に
よ
っ
て
成
立
し
た
連
合
政
権
的
性
格
を
も

っ
て
い
た
の
で
、
幕
府
に
対
す
る
守
護
の
発
言
権
は
大
き
く
、
守
護
権
力
は
鎌
倉
時

代
よ
り
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
。
そ
の
た
め
守
護
勢
力
は
増
大
し
、
地
頭
を
被
官
化

し
士
地
人
民
の
一
円
知
行
に
よ
っ
て
、
守
護
は
完
全
に
一
国
支
配
の
領
主
と
な
っ
た
。

こ
れ
が
守
護
大
名
で
あ
る
。
つ
い
で
応
仁
文
明
の
大
乱
を
契
機
と
し
て
戦
国
争
乱
の

時
代
に
入
る
と
、
守
護
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
勢
力
も
、
そ
の
実
力
に
よ
っ
て
守

護
を
倒
し
、
勢
力
の
交
代
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が
戦
国
大
名
で
あ
る
。

　

守
護
大
名
の
一
円
支
配
と
、
戦
国
大
名
の
領
国
支
配
に
よ
っ
て
、
国
衙
領
は
も
と

よ
り
荘
園
も
消
滅
し
て
ゆ
く
が
、
こ
れ
を
法
的
に
崩
壊
さ
せ
た
の
は
一
六
世
紀
後
半

の
秀
吉
に
よ
る
検
地
で
あ
る
。
太
閤
検
地
以
後
従
来
の
郷
や
荘
は
廃
止
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
が
、
近
世
に
な
っ
て
も
慣
習
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
過
渡
期

の
様
相
を
物
語
る
史
料
が
若
干
遺
さ
れ
て
い
る
。『
肥
後
国
検
地
諸
帳
』
の
中
に
次
の

も
の
が
あ
る
。

　

右
の
う
ち
「
三
九
一
七
」
は
小
代
野
原
庄
と
書
き
、「
三
五
九
四
」
は
大
野
庄
之
内

と
書
き
な
が
ら
、「
三
六
二
六
」
は
大
野
内
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
五
九
九
」
は
川
尻

庄
と
し
て
い
る
が
、
「
四
二
七
」
と
「
三
四
七
九
」
は
「
庄
」
を
略
し
て
い
る
。
「
一

五
六
六
」
の
「
下
庄
」
は
合
志
郡
を
北
・
中
・
下
に
三
分
し
た
称
呼
で
あ
り
、「
山
北
」

は
玉
名
郡
内
で
金
峰
山
系
山
地
の
北
方
一
帯
の
称
呼
で
あ
る
。

　

荘
郷
を
略
し
た
称
呼
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
方
荘
名
の
使
用
は
な
お

行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
江
戸
期
に
も
使
用
さ
れ
た
。「
肥
後
国
誌
」
に
よ
り
次
の
も

の
を
掲
げ
る
。

　

四
二
七　

慶
長
一
三
、
一
〇
、
二
五 

 
 
 

池
亀
之
内
柿
原
村
田
畠
御
検
地
御
帳

　

五
九
九　

〃　

九
、
九 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
尻
庄
迎
五
町
村

一
五
六
六　

〃　

〃　

〃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
庄
原
口
村

三
三
八
二　

〃　

〃　

〃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
北
之
浦
西
安
寺
村

三
四
七
九　

〃　

九
、
二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
倉
之
内
川
嶋
村
田
畑
御
検
地
帳

三
五
九
四　

〃　

一
一
、
一
二
、
二
七 

 
 
 

大
野
庄
之
内
浜
村
田
畠
御
検
地
御
帳

三
六
二
六　

〃　

一
一
、
一
二
、
二
六 

 
 
 

大
野
内
立
願
寺
村
田
畠
御
検
地
御
帳

三
九
一
七　

〃　

一
二
、　

五
、
一
五 

 
 
 

小
代
野
原
庄
宮
崎
村
地
撫
御
帳

注　

熊
本
史
学
会
編
『
肥
後
国
検
帳
諸
帳
目
録
』
に
よ
る
。
番
号
は
同
書
番
号
で
あ
る

男

成

郷

中

山

郷

小
熊
野
郷

石

津

郷

太

田

郷

道

前

郷

高

田

郷

小

犬

郷

道

後

郷

日
奈
久
郷

津
奈
木
郷

湯

浦

郷

水

俣

郷

久

米

郷

男
成
文
書

事
蹟
通
考

〃

拾
集
昔
語

舛
田
文
書

今
朝
洞
文
書

相
良
文
書

事
蹟
通
考

〃〃〃〃〃

三
池
文
書

文
明 

二

正
和 
三

元
中 

八

文
明
一
五

正
和 

二

一
四
七
〇

一
三
一
四

一
三
九
一

一
四
八
三

一
三
一
三

八
代
郡

葦
北
郡

球
磨
郡

上
益
城
郡
矢
部
町
男
成

下
益
城
郡
中
央
村
の
内
旧
中
山
村

 

　

〃　

 

旧
中
山
村
上
郷
下
郷

上
益
城
郡
御
船
町
附
近

八
代
市
太
田
郷
町

宮
原
町
・
東
陽
村
・
泉
村

八
代
市
高
田

鏡
町

竜
峯
村
・
宮
原
町

八
代
市
日
奈
久
町

葦
北
郡
津
奈
木
町

　

〃　

湯
浦
町

水
俣
市

多
良
木
町
久
米

玉

名

郡

山

鹿

郡

菊

池

郡

郡

名

荘

郷

名

江
田
庄  

東
郷
荘  

千
田
庄  

野
原
荘  

伊
倉
荘  

玉
名
庄

臼
間
荘  

大
野
荘  

山
北
郷

山
鹿
荘  

宮
崎
荘  

尾
登
利
荘

南
通
郷  

中
通
郷  

北
通
郷
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右
の
称
呼
に
は
旧
郷
荘
を
そ
の
ま
ま
そ
の
地
域
に
使
用
し
た
も
の
が
多
い
が
、
菊

池
・
合
志
・
山
本
三
郷
は
単
に
地
域
的
な
呼
称
に
す
ぎ
な
い
。

第
二
節　

中
世
の
町
と
村

　

城
下
と
港

　
　
　
　
　
　

中
世
肥
後
の
町
と
し
て
は
豪
族
の
根
拠
地
と
港
が
あ
っ
た
。
隈
府
は

菊
池
氏
の
城
下
で
あ
る
。
菊
池
氏
は
は
じ
め
深
川
の
「
菊
之
城
」
に
居
城
し
、
武
政

に
至
っ
て
正
平
二
二
年
（
一
三
六
七
）
隈
府
城
（
守
山
城
）
に
移
っ
た
と
伝
え
て
い

る
。
そ
の
城
下
に
建
設
さ
れ
た
の
が
隈
府
の
町
で
、
後
重
朝
は
文
明
九
年
（
一
四
七

七
）
桂
庵
玄
樹
を
招
い
て
釈
典
を
行
っ
て
お
り
、
隈
府
は
当
時
肥
後
第
一
の
町
で
あ

り
、
政
治
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
代
氏
が
肥
後
下
向
後
万
田
に

移
る
ま
で
館
を
構
え
た
所
は
府
本
で
あ
り
、名
和
氏
八
代
の
居
城
は
古
麓
城
で
あ
る
。

「
府
本
」「
麓
」
と
も
に
城
下
の
集
落
で
あ
り
、
城
下
町
の
原
形
で
あ
る
。
小
代
氏
や

名
和
氏
の
居
住
地
、
相
良
氏
の
人
吉
、
甲
斐
宗
運
の
御
船
、
甲
斐
鎮
昌
の
隈
庄
な
ど

城
下
町
と
し
て
可
な
り
な
繁
栄
を
見
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

一
四
七
一
年
、
朝
鮮
の
申
叔
舟
が
編
纂
し
た
『
海
東
諸
国
記
』
に
は
菊
池
為
邦
・

重
朝
・
詫
磨
為
房
・
高
瀬
武
教
が
朝
鮮
と
貿
易
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
一
七
世

紀
初
頭
の
明
の
『
図
書
編
』
に
は
、
肥
後
の
港
と
し
て
牙
子
世
六
（
八
代
）、
阿
麻
国

撤
（
天
草
）
、
昏
陀
（
本
渡
）、
一
国
撤
介
鳥
刺
（ 

軍

が
浦
）
、
開
懐
世
利
（
川
尻
）
、

達
加
世
（
高
瀬
）
の
六
港
を
挙
げ
て
い
る
。
八
代
は
前
記
名
和
氏
の
居
館
の
地
で
あ

り
、
川
尻
に
は
河
尻
氏
が
居
り
、
こ
こ
は
緑
川
河
口
の
港
で
、
僧
道
元
も
こ
の
港
に

着
船
し
た
と
云
う
。
高
瀬
は
菊
池
川
河
口
に
あ
り
、
伊
倉
港
と
と
も
に
栄
え
た
。
阿

麻
国
撤
（
天
草
）
は
一
町
田
と
考
え
ら
れ
る
。「
軍
が
浦
」
は
現
在
は
漁
港
に
す
ぎ
な

い
が
、
広
福
寺
文
書
正
平
二
〇
年
（
一
三
六
五
）
天
草
種
国
請
文
に
も
記
さ
れ
て
お

り
、
当
時
は
貿
易
港
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
港
が
対
外
貿
易
港
と
し

て
栄
え
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

い
く
さ

　

中
世
の
村

　
　
　
　
　
　

ま
ず
文
献
に
よ
っ
て
村
の
出
現
の
時
期
を
考
え
て
み
る
。
こ
れ
は
文

献
に
現
れ
た
も
の
で
、
こ
の
時
代
に
村
が
成
立
し
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
肥
後
の

古
文
書
は
鎌
倉
時
代
が
最
古
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

『
熊
本
県
史
料
』
そ
の
他
に
よ
っ
て
中
世
の
村
名
を
表
示
す
る
。

年

代

治
承　

二

建
久　

二

　

〃

　

〃

　

〃

　

〃

　

〃

　

〃

　

〃

西

暦

一
一
七
八

一
一
九
一

 　

〃

　

 

〃

 　

〃

　

 

〃

　
 

〃

　
 

〃

　

 
〃

出 
 
 
 
 
 

展

詫

磨

文

書

平

川

文

書

〃〃〃〃〃〃〃

　
　

郡 
 
 
 
 

村 
 
 
 
 

名

飽
田
郡
鹿
子
木
東
庄
橘
村

球
磨
郡
永
吉
庄
青
山
村

 　

〃　

〃　

目
田
村

　

 

〃　

〃　

山
田
村

 　

〃　

〃　

黒
田
村

　

 

〃　

〃　

原
田
村

　

 

〃　

〃　

深
水
村

　

 

〃　

〃　

平
野
村

　

 

〃　

〃　

永
池
村

―13─

阿

蘇

郡

合

志

郡

山

本

郡

飽

田

郡

託

麻

郡

上

益

城

郡

下

益

城

郡

宇

土

郡

八

代

郡

葦

北

郡

阿
蘇
郷

北 
 

郷　
　

中 
 

郷　
　

下　

郷

東 
 

郷　
　

西 
 

郷

鹿
子
木
庄　

河
尻
庄　

池
田
庄　

飽
田
郷　

立
田
郷

神
倉
庄　

安
富
庄　

本
庄
庄

甘
木
荘　

木
山
郷　

津
守
郷　

矢
部
荘

隈　

荘　

豊
田
荘　

守
豊
荘　

守
山
荘　

砥
用
郷　

甲
佐
郷

豊
福
荘　

中
山
郷

古
保
里
庄　

宮
庄　

南
浦
荘　

北
浦
荘

道
前
郷　

道
後
郷　

高
田
郷　

三
箇
郷　

太
田
郷　

小
犬
郷

日
奈
久
郷　

佐
敷
郷　

津
奈
木
郷　

湯
浦
郷　

水
俣
郷



建
久 

 

二

〃〃〃〃〃〃〃

建
久
一
〇

建
永 

元

弘
長 

三

文
永 

九

正
安 

四

嘉
元 

三

正
和 

元

正
和 

三

元
亨 

元

元
徳 

二

正
慶 

二

建
武 

二

暦
応 

三

貞
和 

六

観
応 

元

正
平
一
七

〃

一
一
九
一

　

 

〃

　

 

〃

　
 

〃

　
 

〃

　

 
〃

　

 

〃

　

 

〃

一
一
九
九

一
二
〇
六

一
二
六
三

一
二
七
二

一
三
〇
二

一
三
〇
五

一
三
一
二

一
三
一
四

一
三
二
一

一
三
三
〇

一
三
三
三

一
三
三
五

一
三
四
〇

一
三
五
〇

一
三
五
〇

一
三
六
二

〃

正
平
一
九

　

〃 

二
〇

応
安 

 

三

　

 

〃

　

 

〃

　

 

〃

　

 

〃

至
徳 

 

四

応
永 

 

三

　

〃 

　

四

　

〃 

　

六

　

〃 

一
四

　

 

〃

文
安 

 

四

　

〃 

　

五

応
仁 

 

元

文
明 

 

元

　

〃 

　

二

　

 

〃

　

 

〃

　
 

〃

　

 
〃

　

 

〃

文
明
一
一

　

〃 

一
六

一
三
六
四

一
三
六
五

一
三
七
〇

　

 

〃

　

 

〃

　

 

〃

　

 

〃

一
三
八
七

一
三
九
六

一
三
九
七

一
三
九
九

一
四
〇
七

　

 

〃

一
四
四
七

一
四
四
八

一
四
六
七

一
四
六
九

一
四
七
〇

　

 

〃

　

 

〃

　

 

〃

　

 

〃

　

 

〃

一
四
七
九

一
四
八
四

玉
名
郡
石
貫
村

天
草
郡
白
木
河
内
村

　

〃　

嶋
子
村

玉
名
郡
野
原
庄
岩
原
村

　

〃　
　

〃　

小
原
村

天
草
郡
志
加
木
村

　

〃　

志
那
子
村

飽
田
郡
湯
毛
村

求
麻
郡
簗
村

玉
名
郡
大
野
別
符
中
村

菊
池
郡
加
江
村

玉
名
郡
大
野
別
符
尾
崎
村

　

〃　
　

〃　

狩
塚
村

　

〃　

万
田
村

球
磨
郡
薩
摩
瀬
村

玉
名
郡
阿
ら
お
村

　

〃　

益
な
か
村

益
城
郡
上
か
わ
い
の
村

　

〃　
　

い
わ
た
て
村

　

〃　
　

井
け
し
り
村

　

〃　
　

お
は
ら
い
村

　

〃　
　

お
の
し
り
村

　

〃　
　

い
と
う
原
村

球
磨
郡
久
米
郷
奥
野
村

益
城
郡
豊
田
之
内
た
う
ま
村

平

川

文

庫

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

詫

磨

文

書

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

相

良

文

書

詫

磨

文

書

　
　
　

〃

舛

田

文

書

詫

磨

文

書

志

岐

文

書

相

良

文

書

舛

田

文

書

牛

島

文

書

小

代

文

書

　
　
　

〃

広

福

寺

文

書

　
　
　

〃

広

福

寺

文

書

〃

詫

磨

文

書

小

代

文

書

　
　
　

〃

詫

磨

文

書

　
　
　

〃

　
　
　

〃

平

S

文

書

詫

磨

文

書

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

野
原
八
幡
宮
文
書

犬

童

文

書

野
原
八
幡
宮
文
書

　
　
　

〃

男

成

文

書

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

　
　
　

〃

相

良

文

書

柚

留

木

文

書
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求
麻
郡
永
吉
庄
中
神
村

　

 

〃　

〃　

内
渡
村

　

 

〃　

〃　

目
良
生
村

　

 

〃　

〃　

深
田
村

　

 

〃　

〃　

河
辺
村

　

 

〃　

〃　

尾
瀬
村

　
 

〃　

〃　

高
野
瀬
村

　
 

〃　

〃　

五
木
村

託
麻
郡
漆
嶋
郷
土
土
呂
木
村

　

〃　

長
浦
村

　

〃　

神
蔵
庄
鳥
栖
村

飽
田
郡
鹿
子
木
東
庄
南
山
室
村

肥
後
国
多
良
木
村

玉
名
郡
大
野
別
符
岩
崎
村

託
麻
郡
六
箇
庄
小
山
村

八
代
郡
八
代
庄
三
ヶ
村

玉
名
郡
大
野
別
符
鍋
村

天
草
郡
宮
路
村

以
後
国
人
吉
庄
間
村

八
代
庄
小
熊
野
村

飽
田
郡
河
内
村

玉
名
郡
野
原
西
郷
益
永
名
内
迫
村

山
鹿
郡
山
鹿
庄
志
職
今
村

玉
名
郡
久
井
原
村

 

山
鹿
郡
山
鹿
庄
片
保
田
村



―15─

願

成

寺

文

書

〃

野
原
八
幡
宮
文
書

熊
本
市
島
崎
町　

荒
尾
地
蔵
堂
板
碑

野
原
八
幡
宮
文
書

〃

文
明
一
九

明
応 

 

二

文
亀 

 
元

大
永 

 

四

 

〃　

 

五

享
禄 

 

三

一
四
八
七

一
四
九
三

一
五
〇
一

一
五
二
四

一
五
二
五

一
五
三
〇

求
麻
郡
久
米
郷
多
良
木
村

八
代
郡
道
前
郷
鏡
之
村

玉
名
郡
く
ら
み
つ
村

飽
田
郡
荒
尾
村

玉
名
郡
一
部
之
村

　

〃　

平
山
村

　

右
表
は
一
応
、
天
文
年
間
以
後
は
省
い
た
。
こ
れ
ら
の
村
は
自
治
制
を
し
い
た
近

世
的
な
村
で
は
な
く
、
荘
園
制
下
の
自
然
村
落
で
あ
り
、
単
に
領
主
の
収
納
の
対
象

と
な
っ
た
村
に
す
ぎ
な
い
。
松
本
雅
明
氏
は
中
世
村
落
研
究
の
た
め
に
次
の
三
つ
の

方
法
を
採
ら
れ
た
。（
城
南
町
史
）
①
中
世
の
石
造
遺
物　

②
村
落
の
祠
堂
・
神
社
も

し
く
は
そ
の
遺
跡　

③
墳
墓
の
位
置　

こ
れ
ら
中
世
的
遺
物
遺
跡
に
よ
っ
て
文
献
の

欠
を
補
え
ば
、
た
し
か
に
あ
る
成
果
を
期
待
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
調
査
は
未

だ
殆
ど
手
を
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
こ
れ
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
将

来
を
期
待
し
た
い
。

　

郷
村
制
の
成
立　

農
業
の
進
歩
、
経
営
の
多
角
化
集
約
化
に
伴
な
い
、
有
力
な
名

主
は
武
事
に
専
念
し
、
農
耕
は
作
人
に
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
農
民
は
自
衛

と
営
農
の
便
宜
の
た
め
に
、
中
小
名
主
を
中
心
に
団
結
し
て
く
る
。
南
北
朝
の
争
乱

は
畿
内
農
民
の
団
結
を
固
め
、
戦
国
期
の
戦
乱
は
地
方
農
民
の
団
結
を
促
し
た
。
か

く
し
て
成
立
し
た
農
民
の
自
治
祖
織
を
「
惣
」
と
云
い
、
ま
た
「
惣
村
」
と
呼
ん
だ
。

農
民
た
ち
は
郷
村
単
位
に
結
合
し
、
領
主
に
対
抗
し
、
年
貢
徴
収
を
請
負
い
（
百
姓

請
と
よ
ぶ
）、
入
会
地
や
用
水
を
管
理
し
、
寄
合
を
開
き
村
掟
を
つ
く
っ
て
村
の
自
治

運
営
を
行
っ
た
。
か
か
る
郷
村
は
畿
内
に
お
い
て
は
す
で
に
鎌
倉
末
に
発
生
し
、
南

北
朝
に
発
達
し
て
や
が
て
土
一
揆
と
な
っ
て
勢
力
を
ふ
る
っ
た
。
正
長
元
年
（
一
四

二
八
）
や
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
の
土
一
揆
は
そ
の
雄
た
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教

的
色
彩
を
帯
び
る
と
加
賀
の
一
向
一
揆
な
ど
と
し
て
守
護
を
滅
ぼ
す
も
の
も
出
現
し

た
。

　

村
掟
は
不
文
律
が
多
い
が
、
畿
内
な
ど
成
立
の
早
か
っ
た
地
域
で
は
成
文
化
し
て

い
た
。（
寛
正
二
年
近
江
国
菅
浦
、
延
徳
元
年
近
江
国
今
堀
な
ど
）
肥
後
の
郷
村
は
何

時
発
生
し
た
か
、
こ
れ
を
実
証
す
る
村
掟
な
ど
直
接
史
料
は
見
出
せ
な
い
が
、
間
接

的
史
料
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
よ
う
。
前
記
小
代
氏
は
玉
名
郡
野
原
荘
の
地
頭
職
に
補

せ
ら
れ
て
下
向
し
て
き
た
が
、
一
族
結
団
の
中
心
と
し
て
野
原
八
幡
宮
を
氏
神
と
し

た
。
そ
の
祭
礼
を
記
録
し
た
も
の
が
『
野
原
八
幡
宮
祭
事
簿
』
で
、
建
長
四
年
（
一

二
五
二
）
よ
り
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
ま
で
の
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
を
検
討
す

る
と
、
祭
礼
担
当
者
は
武
士
か
ら
名
主
に
移
っ
た
が
、
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
の

記
事
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

　

百
姓
の
強
力
な
主
張
が
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
永
正
一
〇
年
（
一
五
一
三
）
よ

り
は
祭
礼
の
回
数
が
多
く
な
り
、
担
当
者
が
万
田
村
の
農
民
と
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ

よ
り
み
て
玉
名
北
部
の
惣
の
発
生
は
一
五
世
紀
半
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　

天
文
年
間
は
戦
国
争
乱
の
も
っ
と
も
熾
烈
を
き
わ
め
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

農
民
に
と
っ
て
も
自
衛
の
必
要
が
あ
り
、
そ
の
団
結
も
鞏
固
さ
を
加
え
て
行
っ
た
。

そ
の
団
結
に
よ
っ
て
農
民
の
自
治
体
で
あ
る
郷
村
も
ま
た
一
段
の
発
展
を
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
石
造
遺
物
中
文
明
以
降
と
く
に
享
禄
以
後
の
板
碑
、
石
塔
の
多
い
の
は

こ
れ
を
建
立
し
た
農
民
の
大
き
な
団
結
の
力
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

　

大
行
事
役
之
事　

田
原
分
孫
さ
こ
ニ
さ
さ
れ
候
と
い
へ
と
も
、
先
年
よ
り
か
の
分
に
仕
き
た

ら
さ
る
よ
し
、
百
姓
か
た
く
申
ニ
よ
て
、
阿
く
る
二
月
十
一
日
ニ
被
取
行
候
畢
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